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長
尾
寺 

 
宗
派 

天
台
宗
比
叡
山
延
暦
寺
山
門
派 

 
本
尊 

聖
観
音 

 

由
来 
長
尾
寺
は
聖
徳
太
子
あ
る
い
は
行

基
菩
薩
の
草
創
と
伝
え
ら
れ
、
遅
く
と
も
奈

良
時
代
に
は
立
て
ら
れ
、
寺
地
は
条
里
に
沿

っ
た
一
坪
（
一
町
四
方
）
で
、
そ
の
後
も
寺

地
の
移
動
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
尊
は

聖
観
音
で
木
造
立
像
、
右
手
は
の
ば
し
て
施

無
畏
の
印
を
結
び
、
左
手
に
蓮
華
を
持
ち
像

高
は
一
〇
六
セ
ン
チ
、
行
基
の
作
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
藤
原
時
代
の
作
と
考
え
ら

れ
ま
す
。 

 

天
長
二
年
（
八
二
五
）
左
大
臣
藤
原
冬
嗣

の
奏
請
に
よ
り
国
司
良
岑
安
世

よ
し
み
ね
の
や
す
よ

が
堂
宇
を
改

修
し
、
寺
供
田
を
奉
納
し
た
と
い
い
ま
す
。 

長尾寺 



 

平
安
時
代
、
当
寺
に
明
印

み
ょ
う
い
ん

と
い
う
名
僧
が
い
ま
し
た
。
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
宝
蔵
院
の
住
職
と

な
り
、
長
尾
寺
住
職
を
兼
ね
て
い
ま
し
た
。
明
印
は
国
司
菅
原
道
真
と
親
交
が
あ
り
、
延
喜
二
年
（
九

〇
二
）
道
真
が
九
州
へ
左
遷
さ
れ
た
と
き
は
志
度
浦
に
で
て
「
不
期
天
上
一
円
月
、
忽
入
海
西
万
里

雲
」
の
詩
を
お
く
っ
て
心
を
慰
め
ま
し
た
。
公
も
ま
た
詩
と
自
画
像
を
明
印
に
与
え
て
別
れ
を
惜
し

み
ま
し
た
が
、
の
ち
に
こ
の
自
画
像
を
祀
っ
た
の
が
、
境
内
鎮
守
の
天
満
天
神
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。 

 

ま
た
長
尾
寺
は
、
静
御
前
が
義
経
と
別
れ
た
の
ち
讃
岐
に
帰
り
、
得
度
し
た
寺
で
あ
り
、
そ
の
際

に
落
と
し
た
静
御
前
の
髪
が
剃
髪
塚
に
納
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。 

文
明
年
間
（
一
四
六
九
～
八
七
）
近
隣
の
豪
族
が
合
戦
場
で
戦
っ
た
と
き
、
本
寺
も
兵
火
を
受
け
、

堂
塔
什
宝
を
焼
失
し
た
と
い
い
ま
す
。
一
説
に
は
天

正
の
兵
火
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
荒
廃
し
て
い

た
の
を
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
生

駒
一
正
は
観
音
の
霊
応
に
感
じ
、
奥
山
村
の
奥
、

栩
谷

く
ぬ
ぎ
だ
に

の
大
栩
を
も
っ
て
堂
宇
を
修
造
し
、
観
音
寺
と

い
い
ま
し
た
。
以
来
観
音
寺
と
唱
え
ら
れ
た
ら
し
く
、

慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
長
尾
西
村
検
地
帳
、
承
応

四
年
（
一
六
五
五
）
長
尾
西
村
宗
門
改
帳
で
も
「
観

剃髪塚 



 

音
寺
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
松
平
賴
重
は
長
尾
寺
を
讃
岐
七
観
音
（
国
分
寺
・
白
峰
寺
・
根
香
寺
・

屋
島
寺
・
八
栗
寺
・
志
度
寺
・
長
尾
寺
）
の
一
つ
に
定
め
、
真
言
宗
か
ら
天
台
宗
に
改
宗
し
、
宝
蔵

院
か
ら
離
末
さ
せ
て
東
讃
の
鎮
護
と
し
ま
し
た
。
ま
た
同
年
九
月
、
賴
重
は
奥
山
村
で
、
材
木
一
五

〇
本
を
伐
ら
せ
、
両
大
政
所
（
真
鍋
専
右
衛
門
・
長
町
与
左
衛
門
）
に
長
尾
寺
修
復
を
命
ぜ
ら
れ
貞

享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
落
慶
し
ま
し
た
。 

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
賴
重
よ
り
殺
生
禁
断
の
制
札
「
於
長
尾
寺
境
内 

諸
殺
生
禁
之 

並
不

可
伐
竹
木
事 

右
堅
可
相
守
者
也 

十
月 

日
」
を
賜
い
、
同
六
年
正
月
、
唐
金
仏
餉
器
及
び
仏
餉

料
と
し
て
新
開
高
五
石
を
寄
進
せ
ら
れ
、
寺
号
を
も
と
の
よ
う
に
補
陀
落
山
観
音
院
長
尾
寺
と
改
め

ま
し
た
。
同
七
年
に
本
堂
・
阿
弥
陀
堂
・
仁
王
門
・
御
成
門
、
同
十
四
年
に
観
音
堂
・
阿
弥
陀
堂
、

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
護
摩
堂
が
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
の
普
請
に
は

銀
九
貫
一
六
五
匁
（
約
一
五
〇
両
）
を
要
し
ま
し
た
が
、
寺
観
大
い
に
整
い
、
四
国
霊
場
中
讃
岐
の

関
所
と
称
せ
ら
れ
、
あ
る
い
は
「
破
れ
こ
わ
れ
た
長
尾
の
札
所
、
今
は
世
に
出
て
瓦
葺
」
と
う
た
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
堂
宇
の
修
復
は
度
々
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
安
政
元
年
（
一
八

五
四
）
十
一
月
の
大
地
震
に
よ
り
本
堂
・
鐘
楼
・
客
殿
・
釣
屋
・
長
屋
・
大
師
堂
な
ど
が
大
破
し
た

の
で
、
こ
の
年
大
修
造
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
鐘
楼
は
つ
い
に
再
建
さ
れ
ず
、
鐘
は
仁
王
門
に



 

つ
る
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 
明
治
維
新
後
、
当
寺
は
長
尾
高
等
小
学
校
、
郡
役
所
な
ど
に
充
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
大
正
七

年
（
一
九
一
八
）
返
還
さ
れ
た
の
で
、
客
殿
（
本
坊
）
に
修
繕
を
加
え
大
師
堂
を
建
て
て
旧
態
に
復

し
ま
し
た
。 

 

長
尾
寺
は
天
和
三
年
改
宗
の
と
き
天
台
宗
山
城
国
実
相
院
門
跡
の
直
末
と
な
り
ま
し
た
が
、
明
治

二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
天
台
宗
比
叡
山
延
暦
寺
派
に
属
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
先
住
俊
海
僧
正
大
発
願
を
企
て
、
全
国
十
万
信
徒
の
浄
財
を
得
て

昭
和
大
造
営
を
行
い
、
同
三
十
五
年
十
月
一
日
延
暦
寺
天
台
座
主
即
真
大
僧
正
を
招
い
て
落
慶
大
法

要
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
長
尾
寺
は
別
格
本
山

と
な
り
ま
し
た
。 

 

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
五
代
賴
恭

よ
り
た
か

、
安
永
四
年

（
一
七
七
五
）
六
代
賴よ

り

眞ざ
ね

、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）

八
代
賴よ

り

儀の
り

、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
賴よ

り

恕ひ
ろ

の
同
文

の
安
堵
状
が
残
っ
て
い
ま
し
た
が
、
門
前
の
殺
生
禁

断
の
札
、
そ
の
他
と
と
も
に
太
平
洋
戦
争
中
高
松
に

疎
開
し
て
い
て
空
襲
に
遭
い
全
焼
し
ま
し
た
。 

銅鐘 



 

※ 

長
尾
寺
東
門
（
市
指
定
有
形
文
化
財
） 

 
切
妻
屋
根
本
瓦
葺
の
薬
医
門

や

く

い

も

ん

で
、
支
柱
は
上
部
に

頭
か
し
ら

貫ぬ
き

が
通
り
そ
の
上
に
冠
木

か

ぶ

き

を
置
い
て
い
ま
す
。

控
柱
に
も
頭
貫
と
桁
が
付
き
、
梁
を
支
え
て
い
ま

す
。
柱
は
角
柱
で
、
梁
の
端
部
は
控
え
目
な
繰
形

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
妻
側
は
簡
素
に
束
が
棟
木

む

な

ぎ

を
支
え
て
い
ま
す
。
破
風
板

は

ふ

い

た

に
は
梅
鉢
懸
魚

う

め

ば

ち

け

ぎ

ょ

が
付

い
て
い
ま
す
。
本
柱
と
控
柱
間
に
は
補
強
と
し
て

筋
違
い
が
た
す
き
形
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
門
は
高
松
藩
の
庭
園
で
あ
っ
た
現
在
の
栗

林
公
園
の
北
門
（
旧
正
門
）
で
「
嶰か

い

ノ
口
御
門
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
、

香
川
県
が
嶰
ノ
口
御
門
を
解
体
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
、
長
尾
寺
の
村
岡
僧
正
が
門
の
原
型
を
損

な
わ
な
い
と
い
う
約
束
で
払
い
下
げ
を
受
け
、
移

築
し
た
も
の
で
、
昔
は
長
尾
寺
の
正
門
で
し
た
。 

 

長
尾
寺
の
東
門
は
正
面
の
門
で
は
あ
り
ま
せ
ん

長尾寺東門 



 

が
、
遍
路
道
沿
い
に
位
置
し
て
お
り
、
志
度
寺
か
ら

の
巡
礼
者
が
最
初
に
目
に
す
る
門
で
す
。
こ
の
門
の

前
に
、
か
つ
て
「
四
国
八
十
七
番
霊
場
」
と
彫
ら
れ

た
中
務
茂
兵
衛
建
立
の
石
碑
（
道
標
）
が
あ
り
ま
し

た
が
、
現
在
は
本
堂
前
に
移
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

※ 

長
尾
寺
経
幢

き
ょ
う
ど
う

（
国
指
定
重
要
文
化
財
） 

凝
灰
岩
製
の
幢
で
、
長
尾
寺
の
仁
王
門
前
に
東
西
に
二
基
並
ん
で
建
っ
て
い
ま
す
。 

経
幢
の
起
源
は
中
国
で
、
幢
身
に
経
文
を
刻
ん
だ
も
の
で
あ
り
石
幢
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
長
尾
寺
の
経
幢
は
、
基
礎
、
幢
身
、
笠
部
か
ら
な
る
単
制
で
、
さ
ぬ
き
市
内
に
は
類
例
が
多
く
み

ら
れ
ま
す
。 

こ
の
経
幢
造
立
の
い
わ
れ
に
つ
い
て
は
、
寺
記
に
よ
る
と
、
聖
武
天
皇
が
全
国
で
一
郡
一
か
寺
を

役
寺
と
し
た
時
、
長
尾
寺
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
し
る
し
と
し
て
後
代
に
建
て
た
と
あ

り
ま
す
が
、
時
た
ま
た
ま
弘
安
の
役
直
後
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
役
に
出
陣
し
た
讃
岐
将
兵
の
霊
を

供
養
す
る
た
め
に
建
て
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
大
川
町
筒
野
に
文
永
七
年
（
一
二
七

本堂前の石碑 



 

〇
）
、
寒
川
町
神
前
新
川
に
は
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
在
銘
の
経
幢
が
あ
り
、
両
町
に
は
年
号
は
あ

り
ま
せ
ん
が
当
代
の
も
の
と
断
定
で
き
る
経
幢
が
ほ
か
に
も
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
建
立

し
供
養
す
る
の
が
当
時
の
世
相
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
当
代
以
降
、
こ
の
よ
う

な
経
幢
は
近
辺
で
は
み
ら
れ
な
く
な
る
の
も
一
つ
の

特
徴
で
す
。 

 

両
石
幢
と
も
幢
身
上
方
の
四
面
に
金
剛
界
の
四
仏

の
梵
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
形
態
・
規
模
に
は

異
な
っ
た
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
向
か
っ
て
左
側
（
西

側
）
の
経
幢
は
総
高
二
一
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、

基
礎
は
方
形
の
上
半
に
四
隅
を
面
取
り
し
た
繰
形
座

く

り

か

た

ざ

を
作
り
だ
し
て
い
ま
す
。
幢
身
も
四
隅
を
面
取
り
し

て
、

（
キ
リ
ー
ク
）
の
梵
字
の
下
に
弘
安
六
年

（
一
二
八
三
）
七
月
の
年
号
銘
が
あ
り
ま
す
。
笠
部

は
低
い
宝
珠

ほ
う
じ
ゅ

が
付
い
て
お
り
、
面
取
り
し
た
八
角
形

に
な
っ
て
い
ま
す
。 

石幢（西側） 石幢（東側） 



 

 

向
か
っ
て
右
側
（
東
側
）
の
経
幢
は
総
高
二
四
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
基
礎
は
下
半
ま
で
四
隅

を
面
取
り
し
て
お
り
、
西
側
の
経
幢
と
異
な
っ
て
い
ま
す
。
幢
身
は
四
隅
に
面
取
り
が
あ
り
、

（
キ

リ
ー
ク
）
の
梵
字
の
下
の
弘
安
九
年
五
月
の
年
号
銘
か
ら
、
西
側
の
経
幢
の
三
年
後
に
造
立
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
笠
部
は
低
い
宝
珠
が
付
い
て
面
取
り
し
た
八
角
形
で
す
が
、
形
態
の
細
部
に

は
違
い
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

２ 

柳
の
清
水 

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
の
、
讃
岐
で
最
初
の
地
誌
で
あ
る
「
玉
藻
集
」
に
そ
の
名
が
出
て
い
ま

す
が
、
柳
の
清
水
の
起
源
が
い
つ
頃
で
あ
る
か
は
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
。
遠
く
奈
良
時
代
に
行
基
が

泉
の
周
囲
に
石
を
並
べ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
初
代
高

松
藩
主
松
平
賴
重
が
、
石
の
井
桁
を
造
っ
て
柳
の
清
水
と
刻
ん
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
存
の
井
桁

の
北
側
外
面
に
は
、
［
柳
泉
］
の
標
記
が
あ
り
、
右
横
に
「
明
治
十
有
七
年
」
、
左
横
に
「
甲
申
九
月

吉
日
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
井
桁
の
南
側
に
建
っ
て
い
る
石
碑
の
東
面
に
は
大
き
く
「
再
興
」
と

刻
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
、
な
ん
ら
か
の
天
災
等
で
損
壊
し
た
た
め
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）

に
井
桁
を
再
建
し
、
記
念
に
石
碑
を
建
て
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
「
再
興
」
の
下
段
に
は
碑
文
が
あ
り
、

篆て
ん

書
体

し
ょ
た
い

で
「
虎
竹
冗
音 

吐
芳
登
龍 

逸
坐
其
長
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。 



 

現
在
の
井
桁
は
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
の
河

川
改
修
工
事
で
川
の
右
岸
（
橋
の
東
側
）
に
移
さ
れ
た

も
の
で
す
。
再
現
さ
れ
た
泉
は
、
井
桁
だ
け
が
当
時
の

も
の
で
、
他
の
石
積
、
木
枠
は
復
元
の
た
め
現
在
の
も

の
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
井
桁
の
大
き
さ
は
、
一
辺
が

約
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
で
す
。
こ
の
井

桁
の
横
（
現
在
は
西
側
）
に
石
造
り
の
流
し
が
あ
り
、

往
時
は
こ
の
清
水
が
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て
い
た
跡
が
あ

り
ま
す
。
地
域
の
人
た
ち
は
愛
着
を
も
っ
て
お
り
、
今

も
毎
年
七
夕
に
は
水
の
神
を
祭
る
こ
と
が
夏
の
風
物
詩

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

 
 

３ 

宝
円
寺 

 

本 

尊 

阿
弥
陀
如
来
立
像 

 
 

 

由 

来 

寺
記
に
よ
る
と
、
僧
了
円
に
よ
っ
て
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
に
建
立
さ
れ
た
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
「
御
領
分
寺
々
由
東
」
や
「
全
讃
史
」
「
玉
藻
集
」
な
ど
で
は
永
禄
年
間
（
一
五
五
八 柳の清水 



 

～
七
〇
）
浄
円
建
立
、
「
讃
岐
国
名
勝
図
会
」
で
は
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
了
円
建
立
と
、
創
建
年

代
が
ま
ち
ま
ち
で
す
。
当
寺
は
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
十
一
月
二
十
七
日
夜
、
本
堂
か
ら
出
火
が

あ
り
全
山
焼
失
し
、
什
宝
・
記
録
類
を
失
っ
て
い
る
の
で
傍
証
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
永
禄
年
中
建
立

は
再
建
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。 

明
和
年
間
（
一
七
六
四
～
七
二
）
第
十
六
世
秀
善
の
と

き
、
今
の
伽
藍
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
本
堂

は
、
さ
ぬ
き
市
寒
川
町
の
徳
勝
寺
の
本
堂
を
移
築
し
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
本
堂
は
、
明
治
二
十
一
年
（
一

八
八
八
）
に
改
修
し
た
も
の
で
す
。
本
堂
以
外
の
建
物
は
、

庫
裡
、
書
院
、
鐘
楼
、
山
門
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
庫
裡
、

書
院
、
門
徒
会
館
は
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
完
成

し
た
も
の
で
す
。
鐘
楼
、
山
門
は
、
建
立
時
期
は
不
明
で

す
が
、
平
成
十
三
年
の
改
修
の
際
「
天
保
十
年
」
と
書
か

れ
た
木
札
が
屋
根
裏
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。 

 

明
治
二
十
一
年
の
本
堂
改
修
の
年
、
そ
れ
ま
で
長
尾
東

の
将
基
地
区
に
あ
っ
た
二
十
四
輩
堂
を
当
寺
に
移
し
、
そ

二十四輩堂 



 

れ
ま
で
将
基
で
行
わ
れ
て
い
た
市
も
当
寺
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

毎
年
六
月
一
日
に
は
、

野
菜
や
果
物
な
ど
の
苗
や
、
そ
の
他
た
こ
焼
き
な
ど
の
食
べ
物
を
中
心
に
約
百
軒
の
露
店
が
で
て
、

県
内
最
後
の
春
市
と
し
て
夜
遅
く
ま
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

４ 
極
楽
寺 

 

寺
記
に
よ
る
と
、
天
平
元
年
（
七
二
九
）
行
基
菩

薩
が
石
田
に
開
基
し
ま
し
た
が
、
大
同
四
年
（
八
〇

九
）
に
火
災
で
焼
失
、
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
に

弘
法
大
師
が
鴨
部
東
山
に
再
興
し
、
も
と
の
法
相
宗

を
改
め
て
真
言
秘
密
灌
頂
の
道
場
と
し
ま
し
た
。 

天
長
元
年
（
八
二
四
）
四
月
に
七
堂
伽
藍

が

ら

ん

整
備
を

行
い
、
同
年
八
月
に
勅
願
所
と
な
り
紫
雲
山
宝
蔵
院

の
号
を
賜
り
ま
し
た
。
九
月
に
清
龍
権
現
を
勧
請
し

て
境
内
鎮
守
と
し
ま
し
た
。
延
元
元
年
（
一
三
三
六
）

消
失
、
現
在
地
の
長
尾
に
移
転
し
ま
し
た
。
当
寺
に

は
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
本
尊

極楽寺 



 

薬
師
如
来
立
像
や
旧
小
倉
寺
本
尊
で
あ
っ
た
県
指
定
の
重
要
文
化
財
の
薬
師
如
来
の
ほ
か
に
数
多
く

の
優
れ
た
仏
画
や
仏
像
が
あ
り
ま
す
。 

 
※ 
絹
本
著
色
両
界
曼
荼
羅
図

け
ん
ぽ
ん
ち
ゃ
く
し
ょ
く
り
ょ
う
か
い
ま
ん
だ
ら
ず 

二
幅
（
国
指
定
重
要
文
化
財
） 

 

極
楽
寺
所
有
の
胎
蔵
界
曼
荼
羅
図
は
、
縦
一
四
九
・
三
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
横
一
二
九
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
金
剛
界
曼
荼
羅
図
は

縦
一
四
九
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
三
八
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
。
軸
背
の
修
理
銘
に
よ
る
と
高
野
山
谷
上
慈
光
院
の
所
蔵
で
し
た

が
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
極
楽
寺
の
澄
昇
法
印
が
快
然
法
印
か

ら
譲
り
受
け
た
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
こ
の
両
界
曼
荼
羅
図
は

東
京
国
立
博
物
館
に
出
品
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

日
本
に
あ
る
曼
荼
羅
図
に
は
、
根
本

こ
ん
ぽ
ん

曼
荼
羅
と
高
雄

た

か

お

曼
荼
羅
が
あ

り
、
空
海
が
恵
果

け

い

か

か
ら
贈
ら
れ
日
本
へ
持
ち
帰
っ
た
彩
色
曼
荼
羅
と
、

弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
に
制
作
さ
れ
た
第
一
転
写
本
を
根
本
曼
荼



 

羅
と
い
い
、
東
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
現
存
し
て
い
ま
せ
ん
。
現
存
す
る
最
古
の
も
の
と
い

わ
れ
て
い
る
京
都
の
神
護
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
両
界
曼
荼
羅
は
、
赤
紫
綾
地
に
金
泥
・
銀
泥
の
描
線
を

用
い
て
描
い
た
紫
綾
金
銀
泥
両
界
曼
荼
羅
で
、
根
本
曼
荼
羅
を
忠
実
に
再
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
高
雄
曼
荼
羅
と
い
い
、
こ
の
高
雄
曼
荼
羅
の
系
統
が
流
布
し
ま
し
た
。 

 

極
楽
寺
の
胎
蔵
界
曼
荼
羅
に
は
、
虚
空
蔵
院

こ

く

う

ぞ

う

い

ん

に
あ
る
千
手
観
音
と
金
剛
菩
薩
の
前
に
供
養
壇
が
描

か
れ
て
お
り
、
根
本
曼
荼
羅
と
は
異
な
る
特
徴
も
み
ら
れ
ま
す
。
均
一
な
太
さ
の
線
で
諸
尊
を
描
写

彩
色
し
、
各
所
に
載
金

き
り
か
ね

や
金
泥
な
ど
を
併
用
し
て
装
飾
し
て
い
ま
す
。
像
容
や
描
写
か
ら
鎌
倉
時
代

（
十
三
世
紀
）
の
制
作
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
両
界
曼
荼
羅
は
香
川
県
内
で
は
最
も
古
い
も
の
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。 

 

※ 

木
造
薬
師
如
来
立
像
（
国
指
定
重
要
文
化
財
） 

極
楽
寺
の
本
尊
で
あ
っ
て
、
桧
材
、
寄
木
造
の
等
身
像
で
す
。
像
高
は
一
六
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

で
、
木
寄

き

よ

せ

の
矧は

ぎ

目め

を
布
で
貼
り
、
そ
の
上
は
体
全
体
に
漆
箔
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

頭
部
は
大
き
く
盛
り
上
が
る
肉
髻

に
っ
け
い

が
み
ら
れ
、
螺
髪

ら

ほ

つ

を
刻
み
出
し
て
い
ま
す
。
髪
際
線
は
額
の
中

央
で
少
し
湾
曲
し
、
地
髪
と
肉
髻
の
間
に
は
肉
髻
珠

に
っ
け
い
し
ゅ

、
額
の
中
央
に
は
白
毫

び
ゃ
く
ご
う

が
み
ら
れ
、
と
も
に
水

晶
で
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
面
相
部
は
彫
眼
に
よ
る
細
い
目
と
小
さ
い
口
が
み
ら
れ
ま
す
。
体
部
は
両



 

肩
に
丸
味
を
持
ち
、
右
手
は

掌
た
な
ご
こ
ろ

を
前
に

し
た
施
無
畏
印

せ

む

い

い

ん

、
左
手
は
垂
下
し
て
掌も

を

上
に
し
て
薬
壺

や

っ

こ

を
載
せ
て
い
ま
す
。
両
手

指

の

間

に

は

水

鳥

の

水

掻

き

に

似

た

手
足
指
縵
網
相

し
ゅ
そ
く
し
ま
ん
も
う
そ
う

と
呼
ば
れ
る
膜
が
み
ら
れ
、

こ
れ
は
如
来
が
手
指
か
ら
漏
ら
さ
ず
衆
生

救
済
を
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
ま

す
。
上
半
身
は
納
衣

の

う

え

を
通
肩

つ
う
け
ん

に
ま
と
い
、
下
半
身
は
裳
を
着
け
て
い
ま
す
。
腹
部
か
ら
膝
に
か
け
て

は
Ｙ
字
形
の
衣
文

え

も

ん

が
浅
く
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
裳
裾
は
や
や
短
く
、
両
足
は
わ
ず
か
に
開
い
て
踵
を

少
し
上
げ
て
蓮
台

れ
ん
だ
い

上
に
立
っ
て
い
ま
す
。 

 

本
像
に
み
る
穏
や
か
な
面
相
部
や
衣
文
の
浅
さ
、
短
い
裳
裾
な
ど
は
平
安
時
代
の
仏
師
、
定

朝

じ
ょ
う
ち
ょ
う

の

仏
像
制
作
様
式
の
典
型
で
あ
り
、
制
作
年
代
は
平
安
時
代
末
期
（
十
二
世
紀
頃
）
が
想
定
さ
れ
ま
す
。 

 

※ 

木
造
薬
師
如
来
坐
像
（
県
指
定
有
形
文
化
財
） 

 

こ
の
如
来
像
は
、
も
と
寒
川
町
石
田
の
小
倉
寺
の
本
尊
で
し
た
が
、
明
治
初
め
の
廃
仏
棄
釈
に
よ

り
小
倉
寺
が
廃
寺
と
な
っ
た
の
で
、
不
動
明
王
像
、
毘
沙
門
天
像
と
共
に
極
楽
寺
に
移
さ
れ
ま
し
た
。 



 

 

桧
材
と
み
ら
れ
る
寄
木
造
で
、
頭
部
、

体
部
と
も
に
前
後
の
二
材
に
矧は

ぎ
、
首
は

枘ほ
ぞ

で
組
み
合
わ
せ
、
両
肩
よ
り
先
及
び
膝

は
別
材
で
矧
い
で
い
ま
す
。
頭
部
は
大
き

く
盛
り
上
が
る
肉
髻

に
っ
け
い

が
見
ら
れ
ま
す
が
、

地
髪
と
と
も
に
螺
髪
を
あ
ら
わ
さ
な
い
素

髪
に
な
っ
て
い
ま
す
。
肉
髻
と
地
髪
の
間

に
は
肉
髻
珠

に
っ
け
い
し
ゅ

、
額
中
央
部
に
は
白
毫

び
ゃ
く
ご
う

が
み
ら
れ
、
と
も
に
水
晶
が
は
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
髪
際
線

は
段
差
が
あ
り
、
面
相
部
は
ふ
っ
く
ら
と
し
た
頬
と
彫
眼
に
よ
る
細
い
目
が
み
ら
れ
ま
す
。
体
部
は

肩
部
に
丸
味
を
も
ち
、
右
手
を
屈
臂

く

つ

ぴ

し
て
肩
前
で
掌
を
前
に
し
た
施
無
畏
印

せ

む

い

い

ん

、
左
手
は
膝
上
に
置
い

て
掌
を
上
に
し
、
第
三
・
四
指
を
や
や
曲
げ
て
、
そ
の
上
に
薬
壺
を
載
せ
て
い
ま
す
。
上
半
身
は
納

衣
を
偏
袒
右
肩

へ

ん

た

ん

う

け

ん

に
ま
と
っ
て
右
肩
を
覆
う
衣
を
着
け
、
下
半
身
は
裳
を
ま
と
っ
て
い
ま
す
。
膝
部
は

左
足
を
上
に
し
て
結
跏
趺
坐

け

っ

か

ふ

ざ

し
て
い
ま
す
。
両
膝
前
は
衣
文

え

も

ん

の
表
現
が
全
く
見
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

制
作
年
代
は
、
丸
味
を
も
つ
肩
や
側
面
観
を
薄
く
す
る
特
徴
か
ら
、
平
安
時
代
後
期
（
十
二
世
紀

頃
）
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
時
期
の
如
来
像
で
、
覆
肩
衣

ふ

っ

け

ん

え

を
着
け
る
の
は
比
較
的
珍
し
く
、
ま
た
、

本
像
の
よ
う
な
素
髪
や
膝
部
の
衣
文
を
表
現
し
な
い
簡
素
な
像
は
、
神
仏
習
合
に
伴
う
仏
像
に
み
ら



 

れ
る
た
め
、
本
地
仏

ほ

ん

じ

ぶ

つ

と
し
て
造
像
さ
れ
た
可
能
性
も
推
測
さ
れ
ま
す
。 

（
注
）
本
地
垂
迹

ほ
ん
じ
す
い
じ
ゃ
く

説
＝
神
仏
習
合
（
混
交
）
で
、
仏
を
本
地
と
し
神
を
垂
迹
と
す
る
説
。 

 
※ 
鉄て

つ

錫
し
ゃ
く

杖
じ
ょ
う

（
県
指
定
有
形
文
化
財
） 

 

錫
杖
は
比
丘
十
八
物

び
く
じ
ゅ
う
は
ち
も
つ

の
一
つ
で
、
修
行
僧
が
山
野
を
遊
行
す
る
と
き
、
毒
蛇
や
害
虫
か
ら
逃
れ
る

た
め
に
、
こ
れ
を
揺
す
っ
て
身
を
立
て
な
が
ら
歩
き
ま
す
。 

 

こ
の
錫
杖
は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
、
さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
東
の
極
楽
寺
跡
を
開
墾
中
に
発
見

さ
れ
ま
し
た
。
遊
鐶
を
付
け
た
杖
頭
部
と
長
い
柄
部
か
ら
な
る
総
体
が
、
鉄
鍛
造
で
全
長
一
五
六
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
杖
頭
部
（
大
鐶か

ん

）
長
十
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
外
鐶
幅
十
二
・
四
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
遊
鐶
（
小
鐶
）
径
十
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
杖
部
径
〇
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

石
突
部
径
一
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
す
。 

 

杖
頭
部
の
外
鐶
（
大
鐶
）
は
簡
単
な
宝
珠
形
を
し
て
お
り
、
下
方
で
大
き
く
弧
を
描
い
て
穂
袋
部

の
先
端
に
接
着
し
、
左
右
に
反
転
し
て
蕨
手

わ
ら
び
て

状
に
な
り
ま
す
。
鐶
頂
は
先
端
が
破
損
し
形
状
は
不
明

で
す
。
袋
部
の
先
端
も
錆
化
に
よ
っ
て
不
明
瞭
で
す
が
、
本
来
は
相
輪
形
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま

す
。
先
端
は
鐶
頂
に
接
着
し
て
い
ま
す
。
遊
鐶
（
小
鐶
）
は
円
形
で
外
鐶
の
左
右
に
三
個
ず
つ
通
し



 

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
片
方
は
一
個
を
失
っ
て
い
ま
す
。
全
体
的
に
素
朴
で
、
制
作
年
代
は

平
安
時
代
前
期
頃
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 
※ 
極
楽
寺
の
唐
花
双
鶯
八
花
鏡

と

う

か

そ

う

ら

ん

は

っ

か

き

ょ

う

（
市
指
定
有
形
文
化
財
） 

 

鉄
錫
杖
が
発
掘
さ
れ
た
同
じ
場
所
（
寒
川
町
石
田
東
の
極
楽
寺
跡
）
で
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八

五
）
農
耕
中
の
人
が
銅
経
筒
と
と
も
に
発
見
し
、
極
楽
寺
に
奉
納
し
ま
し
た
。 

 

大
き
さ
は
面
径
十
五
・
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
短
径
十
四
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
緑
厚
〇
・

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
鶯
は
左
五
・
〇
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
右
五
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
花
枝

四
・
一
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
青
銅
製
で
一
部
を
欠
損
し
て
い
ま
す
。 

 

唐
花
双
鶯
八
花
鏡
は
、

鈕
ち
ゅ
う

を
挟
ん
で
左
右
に
鶯
（
鳳
凰
）
が
向
い
合
い
、
上
下
に
は
唐
花
紋
で
飾

る
八
花
形
の
美
し
い
鏡
で
、
唐
式
鏡
の
代
表
的
な
も
の
で
す
。 

 

こ
の
銅
鏡
と
全
く
同
じ
文
様
の
も
の
が
、
八
世
紀
初
期
の
埋
葬
と
推
測
さ
れ
て
い
る
奈
良
県
興
福

寺
金
堂
の
下
か
ら
出
土
し
ま
し
た
。
興
福
寺
の
鏡
は
白
銅
製
で
、
鋳
造
の
状
態
や
銅
材
質
か
ら
中
国

製
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
極
楽
寺
の
鏡
を
興
福
寺
の
も
の
と
比
べ
る
と
、
径
は
や
や
小
さ
く
、
文
様

は
同
じ
で
す
が
不
鮮
明
で
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
鏡
は
興
福
寺
の
鏡
を
原
型
と
し
た
倣
製
鏡

ぼ
う
せ
い
き
ょ
う



 

と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 
奈
良
時
代
に
用
い
ら
れ
た
鏡
は
、
宗
教
儀
礼
器
具
と
し
て
仏
堂
内
部
を
荘
厳
に
し
た
り
、
舎
利
具
、

鎮
壇
具
と
し
て
基
壇

き

だ

ん

に
埋
め
る
な
ど
の
用
途
に
使
用
さ
れ
ま
し
た
。 
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１０月２６日（日） さぬき市長尾からの復路 

◆ことでん長尾線 

   （長尾駅）   （瓦町駅）   （高松築港駅） 

   12：08 発 →  12：40 着   →   12：45 着 

    12：28 発 →  13：00 着  →  13：05 着 

次回のふるさと探訪は・・・・ 

 テ  －  マ 特別名勝 栗林公園を歩く  

 と  き 平成２６年１１月２３日（日）  

      ９：３０～１２：００頃  

 集合場所 栗林公園東門（栗林公園入園料が必要）  

 ※65 歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方は入園料が免除さ

れますので、各種手帳をお持ちください。  

 講  師 川田 一郎さん（栗林公園観光事務所 造園課課長） 

 ☆広報「たかまつ」１１月１５日号に開催案内を掲載しま

すので、ご覧ください。  

☆小雨決行。警報発令等により中止の場合のみ、文化財課

（TEL 839－2660「午前７時 30 分～開始時間まで」）でお

知らせします。（電話が通じない場合は、「実施」です。）  

★次回の交通案内★ --------------------------------------- 

◆ことでん琴平線 
（高松築港駅）  （瓦町駅）  （栗林公園駅） 

  9：00 発  →  9：05 発 →  9：07 着 

   9：15 発  →  9：20 発 →  9：22 着 

 



 

  

 

１ 交通ルールを守り、交通安全を心がけましょう。 

（必ず歩道を歩き、歩道が無いところでは、道路の

端を一列で歩きましょう。）  

 

２ 無理をせず、体調には十分気をつけましょう。  

 

３ 引率者の指示に従い、整然と行動しましょう。  

 

４ マナーを守り、他人に迷惑がかからないよう気を

つけましょう。  

 

５ 文化財や自然を大切にしましょう。  

「ふるさと探訪」に  

参加される皆様へ  

 

※ 参加中は、次のことに充分留意し、  

 安全で意義のある探訪としましょう。  


